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      八幡浜市不妊治療等に係る費用の助成事業～保険適用の不妊治療費を無料とします！～
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      　八幡浜市独自の少子化対策として、令和4年4月診療分から保険適用となる不妊治療等に係る一部負担金を無料とする助成を実施しています。


　なお、令和4年度の診療報酬改定では、人工授精、体外受精、顕微授精などの不妊治療等も保険適用の対象になりました。

　※令和5年4月診療分から不妊治療を伴わない不妊症を診断するための検査費用も助成の対象としました。


助成対象者


次の条件のいずれにも該当する方。


なお、他の地方公共団体（愛媛県を除く。）が実施する助成等の制度を利用している不妊治療等は、助成の対象としません。


	不妊治療等を開始している夫婦（事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含みます。）
	不妊治療等を受けた日及び助成金の交付申請を行う日において、夫婦ともに市内に住所を有する者であること又は就業その他のやむを得ない事情により夫婦のいずれか一方が市内に住所を有する者でない場合にあっては、近い将来に夫婦ともに市内に住所を有する者となる見込みがあると市長が認める者であること。
	不妊治療等を受けた日において、生活保護を受けていない者であること。



助成について


助成対象者が保険医療機関等で受けた保険適用となる不妊治療等に係る一部負担金（処方箋による調剤料を含む。）を負担した場合に、当該一部負担金に相当する額を助成します


 [image: ]

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　詳細はこちら



助成額から除くもの


	高額療養費
	国又は愛媛県から交付される助成金等
	規約又は定款による附加給付
	そのほか、不妊治療等を受けたことに対する給付金等



助成対象外の費用


	入院時の食事療養標準負担額
	文書料、個室料その他の不妊治療に直接関係のない費用



手続きについて


申請に必要な書類は、市民課国保係窓口で受け取るか、またはダウンロードしてお使いください。


Step1

ご加入の医療保険


加入している健康保険から高額療養費の限度額適用認定証（国民健康保険の方のお手続き）の交付を受けてください。


医療機関等でのお支払いは自己負担限度額までになります。


↓


Step2

産婦人科・調剤薬局


不妊治療等を受け医療機関等窓口で一部負担金をお支払い


月ごとに産婦人科で、助成事業受診証明書（様式第2号）記入例の交付を受けてください。


※助成事業受診証明書（様式第2号）の交付に係る文書料は自己負担となります。


↓


Step3

八幡浜市役所市民課国保係


助成金交付申請書兼請求書（様式第1号）記入例に必要書類を添えて申請してください。


必要書類


	産婦人科で交付を受けた助成事業受診証明書（様式第2号）
	保険証の写し
	高額療養費の限度額適用認定証の写し
	産婦人科、調剤薬局が発行する不妊治療費等の領収書及び明細書
	規約又は定款による附加給付がある場合は、その額を確認できる書類の写し
	その他。助成金又は給付金等がある場合は、その額を確認できる書類の写し
	事実婚にある夫婦の場合は、事実婚関係に関する申立書（様式第3号）記入例



 


申請期限は、不妊治療等を受けた翌月初日から起算して1年です。


↓


Step4

交付決定（または不交付）


ご指定の口座へ助成金を振込


※ただし、助成は高額療養費の限度額まで


 


この記事に関するお問い合わせ


市民福祉部　市民課

郵便番号：796-8501

住所：愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号

TEL：0894-22-3133

FAX：0894-22-5980

E-Mail：simin@city.yawatahama.ehime.jp



    






          

    
  PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

  Adobe Acrobat Readerダウンロード






  
    
      
  ツイート
  





















    

  





前のページへ戻る



  
      このページについてお聞かせください


    
         


  


    

  









  
      類似記事


    
      


    

  












  
    
      	個人情報の取り扱いについて
	リンクについて
	著作権について
	免責事項
	RSSについて



    

  









	八幡浜市役所
	サイトマップ
	お問い合わせ



八幡浜庁舎〒796-8501愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号アクセスはこちら

保内庁舎〒796-0292愛媛県八幡浜市保内町宮内1番耕地260番地

TEL：(0894)22-3111（代表）FAX：(0894)24-0610（代表）その他市の関連施設の連絡先はこちら

開庁時間：午前8時30分から午後5時15分まで（土曜、日曜、祝日、12月29日から1月3日までは除く）
窓口延長業務についてはこちら

法人番号：3000020382043
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